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〉
一

γ1ノ
文
一
門
に
よ
り
、
乏
款
に
よ
る
伐
桁
役
会
心
権
限
の
拡
十
、
が
で
き
る
が
、

υ二
一
心
権
限
一
古
川
純
小
寸
る
こ
y
し
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る

、
」
の
よ
う
に
、
新
法
の
と
は
、
定
款
に
よ
れ
味
、
五
一
総
会
の
権
限
を
lh
山一大一
α2
る
こ
と
が
引
き
る
よ
共
に
な
っ
～
が
、
、
ア
れ
は
、
取
精

空
会
九
リ
か
私
自
白
与
さ
uJ5司
ト
大
川
引
ω

染

j

：；
J
I－
－

1

：
1
4
i
j
L
1
 

勺
の
却
定
。
〈
刻
町
、
し
て
み
る
2
、
取
い
的
役
人
試
の
法
定
権
限
ま
で
権
限
拡
r
八
で
き
る
と
い
判
官
品

味
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
し
ま
た
、
主
に
取
締
役
会
J
U
妹、
l
総
会
心
法
山
沼
市
限
ん
と
も
つ
ま
で
の
こ
と
が
で
き
な
レ
〈

（！メ人民半、日：／ス・＂ 3'!1：、日目、2'.Jll. ll〕



、
〕
た
が
っ
て
、

ほ
締
役
会
は
ん
訂
し
が
ー
の
経
常
計
一
河
と
投
資
案
に
コ
い
て
決
定
す
る
こ
〉
が
ご
さ
る

ハ
〉
九
条
阿
項

例
え
ば
、

凶
rrJλ

一
H

す）

子
、
九
百
社
町
一

J

川
町
、
川
方
引
と
投
資
計
一
司
を
決
（
止
す
る
、

τ）
が
で
き
な
い
。
後
討
は
γ
竺
総
会
の
け
広
氾
椛
限

ヘ

4
L

r

y

 

条
、
一
八
条

た
か
い

J

と
あ
る
ハ

V
M者
こ
後
者
ζ

の
区
切
に
つ
い
て
、

稔
川
町
可
計
一
…
／
）
投
資
案
ば
門
松
山
町
司
方
針
ノ
）
投
資
計
州
に

r
一

項一
u勺）

で
よ
り
た
体
的
な
も
の
で
為
り
、
取
約
役
会
い
が
経
笥
訂
一
州
ζ

投
資
案

Jrp亡
る
と
さ
に
株
五
紅
会
の
決
民
た
υト
ム
守
山
方
針
と
ぽ
資
戸

I

山削（同一

に
従
わ
以
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
さ
れ
る
が
、
し
九
M
L、
両
者
を
税
実
に
峻
別
す
る
こ
、
」
r
A
mポ
コ
し
一
に
で
き
る
か
〈
う
か
か
疑
問
で
あ
り
、

そ
の
ん
一
め
、
株
主
総
会
は
粁
バ
ト
刀
’
町
、
投
資
則
自
の
み
な
ら
ず
、
場
ベ
円
に
よ
っ
て
経
常
ヨ
両
、
役
資
案
に
ま
で
五
質
的
に
判
官
苅
H
J
す
7

匂
こ

と
が
不
け

J

能
一
で
は
な
レ
し

仁
、
取
締
役
会
は
場
合
に
よ
J

に
会
社
の
給
付
方
去
、
投
資
門
川
内

Jrpム
六
千
什
貝
ん
中
，
に
決
定
す
る
、
ア
こ

戎

も
り
能
立
あ
Q
F

と
す
れ
ば
料
引
方
引
と
い
給
付
計
画
2
い
っ
た
k
う
た
示
互
市
引
は
、

川
内
論
的
に
耽
却
で
斗
え
て
も
一
玩
山
史
的
に
は
必
ず
し
も
す

へ
て
岐
別
で
き
な
い
っ

汀
い
て
も
厳
密
約
zd
窓
際
て
の
権
限
分
配
が
で
き
て
い
る
と
は
い
え
な
い

J

ヤ
一
守

J

J

7
L
J
I

－－判
μ
J
一

し
か
し
、
全
体
的
に
見
れ
ば
、
例
え
は
、
投
権
資
本
制
度
J

ピ
採
別
し
と
い
な
い
こ
と
、
時
判
株
荒
行
、
引
債
発
つ
の
決
定
之
ど
デ
ー
株
十
丁

総
会

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
山
述
レ
ヒ
ぬ
、
⑬
、
町
四
、
⑬
、
ぬ
－
の
い
い
定
権
限
が
新
た
に
株
玉
総
会
に
与
え
ら
れ
↑
こ
と

と
併
せ
て
考
え
る
こ
、
新
法
に
お
い
て

九
九
一
司
会
弘
法
制
，
伴
υ
木市山
V

株、一ぃ
l

総
会
甲
心
工
斗
誌
が
れ
い
げ
ら
勺
凶
作

u

さ
れ
た
と
よ
、
一
H

予知

才L
：ま

の
経
常
に
対
す
一
る
也
容
機
出
が
；
へ
き
く
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
同
え
る
ャ

的
治
の
が
引
い
け
汀
ト
ゆ
る

日
開
い
沢
信
感
の
況
れ
で
あ
る
ζ

の
造
所
が
で
き
る
ロ
ー
〆
た
が
3

亡
、
こ
の
よ
う
な
株
主
総
会
中
心
ム
義
心
立
法
趨
旨
か
ら
、
ル
山
作
ま
た

は
ム
ム
祉
の
え
款
に
よ
り
、
井
和
エ
総
会
の
棒
阪
か
そ
れ
〆
」
ι

も
政
給
役
誌
の
捺
限
か
が
山
川
ら
か
で
z叫
い
事
前
J

に
関
L
て
は
一
殺
的
に
折
、

9
一

会
の
権
限
と
前
六
九
L

Q
。

つA

）
有
限
会
社
の
株
主
会
の
権
限

r
の
沈
校

中
当
会
社
法
に
お
レ
て
は
、
株

ι総
会
心
ミ
と
に
つ
い
q

て
外
1
A
会
社
の
場
合
は
株
主
総
ム
ム
（
枚
以

ιパ
ム
十
日
）
、
右
限
九
河
川
引
の
υで
け
は
株

fづ

日ぇ人法学j 行1:J 4 302） 川り4[2川



工
長
（
肌
収
？
一
会
）
一
え
そ
れ
ぞ
れ
呼
で
丈
一
に
な
っ
て
い
る

r

日
新
法
は
条
文
内
容
の
前
出
化
！
と
い

、
株
式
ム
バ
U
l

取
締
役
会
、
川
口
白
色
球
の
権
限
に
関
す
る
い
心
め
ト
々
は
す
べ
て
台
限
会
什
ー
の

の
ま
ま
憎
い
い
生
う
る
と
い
う
形
を
取
一
っ
て
い
る
例
え

は、

J
U
V
山
会
作

の
椛
阪
に
問
」
3
J
Q
八
五
司
法

C
C条
は
、
右
限
会
什
の
か
い
エ
会
の
権
限
に
凶
ず
J

る
同
法
二
八
条

向
、
の
規

定
を
そ
の
主
ま
準
刷
、

株
式
会
引
け
取
約
役
会
の
権
限
p

円
四
対
す
る
ん
山
引
法

。ιえ
れ
辺
境
も
、

G
m同
会
日
引
の
取
れ
町
役
会
の
権
限
に
冴
す

る
同
法
川
門

J

A

条
の
規
定
を
目
で
の
ま
ま
準
用
計
’
る
、
一
乙
に
な
ご
く
い
る
。
ま
止
、
前
述
し
た
株
土
総
会
に
比
一
o
J

る
⑪
1
l

⑪
の
一
は
に
ん
に
の

法
定
権
担

ハ
ロ
株
、
ム
バ
に
も
品
一
出
し
て
い
る
c

マ
一
一
正
結
果
、
株
式
会
社
の
惇
r
総
会
及
ひ
取
締
役
会
は
有
浪
余
引
の
？
亡
、
れ

と
ん
で
？
に
向
穏
な
法
定
権
限
に
な
J

て
い
る
c

し
か
も
、
前
述
し
た
坦
由
（
む

3

ー
～
の
と
こ
ろ

で
、
定
款
に
」
る
妹
、
士
山
町
会

甲 1~i:：こおける松十総会にじjす；；，制度心脅さ｛有と 1µ1 寸，＼Lc'i,

（株、ド工会
J

取
締
役
会
開

r
お
け
る
権
限
、
品
整
の
余
地
が
4
4

市
中
市
に
限
ら
れ
て
い
る

v

企
業
川
崎
将
、
が
小
さ
い

自
間
以
ム
山
什
ば
小
鋭
校
ま
た
は
院
伝
的
会
社
に
認
す
る
制
反
で
お
一
h

松
下
心
人
数
日
V
少
ん
め
い

円一ば川内！
i
が
経
常
斗
「
心
中
」
台
す
る
主
主
家
株
主
で
あ
る
こ
と
が
比
較
的
三
多
い
一
」
と
沿
ど
に
工
り
、
そ
の
株
主
A
誌
に
悶
L
fー
よ
り
大

さ
な
権
限
な
い
し
万
陪
機
関
位
J
Y
H
M
b
？
っ
令
制
民
的
余
地
け
や
れ
本
め
ら
れ
て
い

ム
れ
に
対
し
て
、
株
式
会
zド
り
ぬ
台
ば
、
は
ム
T
M
d多

L
ニエ」

刷
の
人
的
信
利
J
K
h
H
ぷ
中
（
／
討
の
出
北
、
と
さ
れ
て
し
な
い
こ
と
、
ー
た
は
杭
師
、
去
り
多
く
が
r
h
w
会
経
マ
J
R
に
矧
関
心
で
単
な
る

投
資
も

L
く
は
投
機
株
三
で
あ
る
こ
よ
な
シ
に
よ
り
、

の
効
率
性
の
観
占

3
m
g

ら
株
主
ふ
主
主
に
過
ト
へ
な
権
限
を
与
え
る
ミ
ー
か

含
量
的
て
は
な
い
ハ
株
工
総
会
の
怪
限
ピ
閉
し
て
株
土
公
の
日
刊
i

阪
に
閑
「
司
令
規
定
を
そ
の
ま
ま
準
用
さ
ぜ
七
九
州
染
、
何
者
は
F

付
限
伸
長

の
人
ホ
泡
が
司
ヒ
制
限
を
受
け
る
、
」
乙
に
な
る

Jh同
、
訓
庁
、

f
〉
心
条

二
八
条
一
皮

qLf
に
だ
め
た
権
限
は
株
式
会
吐
の
い
↓
M

総
会

に
三
と
は
滋
大
J

U
打
、
有
限
会
社
の
株
主
仏
国
に
と
っ
て
は
必
「
し
も
ん
ー
で
は
は
い
、
ど
ら
ら
に
も
！
分
迎
し
て
い
ム
ぽ
い
も
の
ピ

な
J

て
T
L
主

f
J

て
い

株
主
の
人
数
か
比
較
的
少
な
レ
r人
以
規
換
が
比
較
的
小
さ
レ
有
限
会
引
は
、

恥
締
役
会
心
代
h
h
J
に
業
務
執
行
収
締
役

ーもっ
1
」？れも、

～L ,,, 

（！メ人民半、日：／ス＇＂ 3'!3：、日目、2'.JJLll〕



ユ
ザ
」
名
置
く
こ
と
げ
？
で
者
る

担
＼
」
の
旧
制
ιuは
た
務
執
行
一
河
川
締
役
の
権
限
付
会
社
の
ナ
心
款
に
よ
り
｛
止
め
、
つ
れ
る

h
i－
f

i

h

 

A
J
k
i川
H
ν
l
p！？

ろζ

パ〈

頃

みと一
f
l

」入、
l
A

バ
υ勿
ら
「
中
J
h
汁
仇

i

一

／

L
J
i
l
l

止
め
、
株
主
会
は
会
甘
い
吐
営
に
閉
す
る
す
べ
て
の
古
制
、
一
決
心
を
す
る
f

ト
ミ
じ
U
科
三

1
〉
一
川
リ
守

ω122J
一上

f

’DF

一

f
f
：i
l
J
H
：1
2
7
f
h
d－

社
司
、
干
総
会
の
招
集
手
絞

定
時
株
主
総
会
と
縞
叫
抹
総
会

株
主
総
会
は
定
時
総
会
と
焔
時
総
会
、
こ
い
い
分
け
る
一
入
河
川
引
法
一
つ
一
条
店
主
H

）c

山
町
総
た
は
、
毎
可

同y 
ど
千戸

士；集
言i し
午な
I~＇.＇ c' tう
の れ
希冬 iJ'. 

'" , 1J 

r

同
条
U
廿
主
ハ
ど

J

ムH
社
伝
L

は
｛
ヒ
時
総
会
パ
V
rれ
仏
治
時
間
川
に
閉
山
す
る
H
M
｛
止
は
な
い

J

伎
の
六
カ
月
U
H
L持
桑
さ
れ
る
へ
こ
の
場
合
の
具
体
的
な
招
集
時
期
い
い
だ
款
む
む
め
に

、斗戸、

｝
！
｝
仏
U
1し

通
ψ

口市は

ら
ん
ホ
い

い
附
時
説
会
川
川
、
小
）
取
締
役
の

μ数
が
ム
U
hた
は
の
定
め
る
最
低
員
数
ま
た
は
会
仕
定
款
の
定
め
る
円
一
殺
の
一
分
の

三
北
刈
」
一
L
U
／
＼

公
ぺ
一
こ
2
さ

A
h
i
r
の
い
川
恒
（
し
と
い
な
い
欠
陥
金
納
が
午
、
際
に
仏
い
応
ま
れ
ん
ん
λ

官
会
笠
如
、
山

分
の
一
円
人
法
し
h

J
さ
、
③
半
－
わ
い

ま
た
は
合
川
で
会
仕
の
一
（
リ
川

i

七
J

ト
以
ー
の
株
式
な
保
ム
ヤ
パ
す
る
株
主
が
請
ぷ
工
、
二
台
、
、
必
｝
攻
締
役
会
が
必
要
で
あ
る
も
r

認
め
る

と
さ
、
⑤
監
事
会
が
い
刊
日
「
一
明
JTU札
日
系
「
る
ζ

さ
、
⑤

の
仙
の
状
記
、

m
L
、
に
～
と
き
に
、

か
月
以
内
い
村
υ

丈
J

（
会
什
法
一
口
一
条
号
i

一
心
勺
）
」
こ
の
－
う
ち
の

mwの
招
集
事
出
は
定
款
JU品
川
の
拡
大

r
い
う
4
4
山
川
三
二
心
。

烹
年
改
正
で
新
諒
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
υ

」
の
ほ
か
、
会
社
去
ま
た
は
会
計
の
え
款
に
よ
り
、
会
祉
の
重
大
資
廷
の
一
一

4
rーも
L
〈
は
譲

入
明
け
れ
ば
な
ら
な
い

11
ま
た
は
対
グ
お
な
担
似
A
I
U
保
守
り
事
項
に
つ
一
て
味
、
一
丁
総
会
の
？
抗
議
を
民
一
α2
る
と
さ
れ
る
ぬ
台
、
こ
れ
ら
の
宇
一
店
を
抗
議
一
q
’
る
た
め

に
取
締
役
会
は
立
ち
に
株
主
総
会
z
ぜ
招
集
L
な
円
札
は
な
ら
な
い

へ
司
法

O
hえ
れ
）
0

定
防
総
会
は
総
会
阪
悼
の

（
）
円
山
ま
で
に
、

応
吋
総
長
は
総
合
同
航
山
伎
の

j
円
削
ま
で
に
、
会
議
府
慌
の
時
町
、
場
所
及
び
者
一
一
議

（以人法学j 行1 :J 4 30~ ） 川侃［2川：；I、



間
寸
前
明
主
名
株
了
に
通
知
、

J

な
け
り
れ
ば
な
ら
な
し
い
し
与
記
名
峠
W
Tボベ」ノ〆一党行、二
l

－
い
る
場
合
、
お
余
開
催
の
一
一
0
1前
ま
で
い
ム
μ
4
F
開
催
の

時
刻
、
場
所
及
び
審
設
事
月
九
を
公
一
口
1

v

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（ム
μ
リ
I
仏

ワ
一
一
二
条
一
円
二
ハ
ー
や
↓
総
会
は
招
集
通
知
に
記
長
さ
れ
し
い

主
い
点
下
店
、
に
つ
い
て
伏
ヰ
Y
M
1
ノ
泊
三
乙
が
で
き
日
い

（
同
条

一
泊
二
川
訟
で
は
、
定
時
品
川
会
こ
時
時
紘
一
八
i
の
い
ず
れ
も
総
会
開
催
の
二

つ
日
午
前
一
ま
で
に
、

w
J山
首
株
y
甘
か
一
光
行
し
た
場
合
は
総
公
明
似
の
川
h
川
、
川
ま
で
に
招
集
す
べ
き
ち
の
こ
ち
れ
て
い
ー
一

f、
IL 

日日
J
A

r

l

y

i

 

条
項
、

二
羽
）
が
、
ハ
＼
／
ノ
青
年
会
村
川
口
一
は
総
人
古
川
河
絞
り
効
古
を
高
げ
の
る
た
め
に
、

ト
記
の
、
寸
つ
に
招
焦
N
U
九
州
以
中
一
帰
結
し

フ

初
日
集
権
者

甲 1~i:：こおける松十総会にじjす；；，制度心脅さ｛有と 1µ1 寸，＼Lc'i,

株
e

一
下
山
総
会
を
招
集
下
き
る
蓄
は
取
締
役
会
に
川
眠
ら
れ
て
い
た

〈

F
芯

C
fハ
久
市

旧
民
に
お
い
て
は
、

政

7
v人
）
そ
の
た
め
、
会

祉
の
一
心
%
幻
の
株
式
を
保
ム
u
jる
少
数
株
主
ま
た
は
見
交
同
役
会
に
よ
る
炉
震
計
ぷ

（市＋
V
M

－
O
一
戸
条
一
号
、

1
1
口勺）

守
－
、
，
一
♂
｝

よ
刀
ふ
d

J

ザヘ
JVC℃

取
締
役
会
は
白
己
に
と
3

て
都
合
が
思
い

2
判
断
し
た
と
き
に
指
装
丁
絞
か
行
わ
な
い
と
い
う
事
燃
が
多
禿
し
え
い

ーハU

M

杯
、
ぃ
松
ム
ぷ
は
原
則
こ
し
て
攻
締
役
会
が
招
集
す
る
ち
の
と
い
た
卜
で
、
攻
締
役
会
が
招
集
で
き
な
い
場
〈
日
ま
た
は
招
集
、
〕
h
a
h
v
川
場
ム
円
は
、
川

区町九
u

役
A

、以は山一本
J

L

初日
μ

果
、
）
伝
日
れ
ば
な
り
な
い
と
三
民
会
役
会
が
招
羊
と
さ
な
い
場
合
主
？
に
は
招
集
、
〆
な
い
場
ι口
は
、
花
一

U
1
u
w

明
文
、

ι学下、人X
 

F
 

こ
の
ト
寸
つ
な

ま
允
少
数
株
下
及
び
除
去
役
会
心
招
集
詰
求
権
心
定
効
性
な
碓
似
す
る
允
め

点
締
役
会
心
専
懐
古
山
慢
を
紡
ぐ
た
め
に
、

戸
町
叶
ム
1
9＼
ふ
小

ー、
i
j
u
y

卜
引
続
芦
会
寸
ー
の
桁
式
の
「
〉
%
以
上
を
保
治
rJ4Q
株
で
は
古
い
ら
株
牛
山
総
会
を
刑
判
打
伸
文
九
で
き
る
／
エ
必
め
た

応
づ
い
一
の
場
ム
円
は
裁
判
州
な
J
｝
に
よ
る
計
可
を
必
女
子
〆
な
川
。
も
つ
午
ち
、
校
給
役
会
が
un集
じ
さ
な
い
こ
と
ま
た
は
招
集
｝
）

一Mm

k
い
こ
乙
を
釦
軒
い
に
判
断

γ
る
古
に
つ
い
て
会
社
法
に
は
別
俗
伝
い
H
M
準
が
不
さ
れ
て
い
は
い

（＇、

"' λよよ



'] 

祥、

日す

ー
）
｛
ん
尚
治
的
会
と
臨
時
総
会
こ
の
い
別

中
日
公
什
法
に
お
い
て
定
時
総
会
y
、
臨
時
川
町
川
八
五
を
区
別
づ
る
ー
意
義
は
mur長
期
限
の
規
定

若
乃
州
定
に
あ
る

U

l円l

ヘ
ゾ
て
曳
ド

川
、
）
の
適
川
と
れ
集
権

定
防
総
ム
六
、
r
臨
時
松
札
口
一
日
り
1
J
p
m
に
つ
い
て
、
中
区
公
社
法
に
お
い
マ
、
は
は
本
会
引
け
リ
ペ

及
び
川
：
一
人

七、
5

J
ノ
ノ
ノ

情
mr

（
招
集
時
川
町
）

条
、
叫
一
九
条

f
N
r
焦
口
約
）

の
よ
当
な
明
信
な

I
Fー
が
不
さ
れ
L

い
な
い
（
も
っ
と
も
、
中
司
会
社
法
に
お
い
て
一
7

ハ
六
条
二
一

m
－

文
で
、
株
式
会
判
の
会
主
刊
告
辛
口
は
株
ム
下
総
会
の
｛
疋
吋
総
長
町
催
の
二

C
川
r
削
誌
で
に
抹

ιの
陀
覧
に
任
ペ
ム
qJ
る
に
吟
に
本
社

ι濡
え
置

い
／
討
を
’
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
乞
リ
川
る
と
、
会
H
円
心
会
1
川
辛
い
川
剰
に
制
す
る
認
作
及
ひ
そ
の
忌
認
が
｛
心
的
総
会
m
V
4
下

安
月
的
C
一
J

ノ
で
糸
一
る
と
の
逝
併
が
で
き
令
つ
ま
た
、
ぬ
会
仕
の
取
締
役
会
及
ひ
耽
配
役
会
が

lU時
総
会
に
お
い
と
辺
去

立
聞
の

職
務
執
行
H

つ
い
し
の
殺
告
を
し
ん
弘
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
へ
総
会
規
則

｝＼ 

条

会
計
午
民
心

脱
会
れ
の
た
時
総
会
ば

仰が、

f
終
の
l

ハ
カ
月
以
内
に
招
集
さ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
は
い
こ
と
一
「
｛
去
が
お
導
」
川
ぷ
末
、
総
会
規
則
同
長
一
反
ず
と

2
ふ
n
わ
せ

亡
考
え
る
と
、

P

心
待
机
叫
ん
ー
に
つ
い
て
母
会
J
年
足
の
一
一
了
後
の
六
カ
月
以
内
に
、

の
会
副
書
類
の
わ
何
百
な
い
し
『
月
一
訟
法
び
収
締
役

会
、
長
九
役
会
の
－
4
1同
職
お
y
hぃ
告
を
い
わ
的
L
f
ν

て初日
v
E
ぶ
さ
れ
る
旬
、
℃
の
と
可
解
ト
ー
る
こ
と
が
で
き
る
ご

L
か
v
t

J

、、J
J

V
I
C
 

ム
ム
司
法
に
い
U

い
て
品
川
n
蒙
u
W
2味
ム
円
い
4
一ι止
め
て
火
時
総
公
の
草
川
品
川
を
明
慌
に
不
六
い
れ
る
こ
〆
一
行
IK
ま
し
い

yu
－－え
J
う」

3
）
池
袋
泊
郊
の
記
一
私
事
項

川泊集、メ

νん
の
記
載
事
日
は
、
は
r
エト
f

総
会
に
山
町
内
「
る
か
？
：
っ
か
り
判
断
に
資
「
る
も
の
の
ム

招
集
権
者
が
「
判
ん
と
決
定
し

て
川
中
会
を
招
集
す
る
古
の
茶
準
こ
も
な
る
。
刊
法
で
は
招
集
、
弓
か
日
記
載
事
刑
、
は
一
会
設
の
審
兵
事
項
l

の
み
と
さ
’
れ
て
J

た

、円什十トム

一

c
i条
項
）
か
、
新
法
は
従
来
の
寓
議
事
部
、
と
苛
ん
で
、
総
余
肱
川
市
の
町
肢
と
場
J
T
U
J
b
増
や
し
た
、
会
札
法
一
ハ
リ
ム
一
条
「
叫
し
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工
兵
y
J
y
i
t
t
Jし
す
に
有
午
ふ

f
d
f合
主
こ
コ

上
t
p
E
一up品川
f－
n

B
号

β
l＃
、

j
l
J

肋
に
な
る
こ
と
は
い
て
ノ
ま
で
止
な
い
が
、
し
か
、

1

実
宗
的
に
考
え
る
と
記
ふ
旬
以
前
（
f

の
も
の
と
品
、
記
殺
事
尽
の
具
体
的
門
校
が
－
o
り
亘
変
で
あ
る
叫
に
は
、
ボ
国
会
祉
法
に
総
会
閉
山
装
地
心
選
定
泉
市
に
関
す
る
規

定
が
な
い
行
め
、
多
く
の
会
什
が

U

甲
子
相
の
悪
い
時
に
、
ム
戸
（
粁
の
追
泣
か
も
回
遊
了
る
で
め
に
開
催
場
所
等

or択
宇
の
山
川
席
が
不
便
で
は
つ

山IA4円
安
川
市
心
z
川
叶
い
辺
部
な
場
所
に
設
定
叶
u’
F
Q
o

託
会
活
糾
い
化
な
い

L
株
主
の
権
利
J
ぜ
仏
降
す
4
0
2
J
h
つ
怨
白
日
目
ら
、
止
法
に
ふ
り
苅
催

刊

W
J
h
の
渓
定
丸
一
準
を
明
確
に
す
る
こ
エ
が
主
主
？
に

3
）
少
数
株
主
の
株
主
号
式
川
知
集
権

前
遣
し
ド

（U
話
川
以
？
十
円
υ株
式
乞
保
有
一
す
る
少
紋
株
主
が
取
締
役
ム

μι
汁
し
て

一
一
の

i
）

ょ
う

ι、
単
独
ま
f
ふはん
U

で
一
は
で
長
引
の

甲 1~i:：こおける松十総会にじjす；；，制度心脅さ｛有と 1µ1 寸，＼Lc'i,

紙、
i
総
会
心
拍

1
出
ぶ
を
ナ
る
こ
と
が
で
き
る

／
会
社
法
一
口
一
条
一
日
三

L
か
し

取
締
役
会
、
込
川
九
同
川
河
台
市
U

息
切
な
ど
に
よ
い
ノ

こ
の
凶
町
長
請
求
M
M
J
打
つ
に
少
従
妹
、
ド
エ
が
山
い
い
ら
株
主
総
会
合
招
集
す
る
場
合
は
さ
、
h
に
九
＼
〉
日
の
持
株
深
右
期
間
山
一
安
ぶ
さ
れ
る

る

株
c 
権：：；
羽 Y斗＂ c九

一 一一期工
ιJ十
以 f*
/. j最
;;:, 1c,・ 
.c; WI 

£門
久 しノ

王立／
iii. f斗
fljj が

i:I 
二子
、一一 ｝ 

ふ＂·~II
てえ

円

しすし
刀〉 サ？

しJ Ji!! 
l1 

Vコ

て

iv
伝
者
は
、
ト
ヘ
規
校
の
川
内
十
八
ノ
町
村
小

一f
ど

久

木

］出

口
、
り
に
招
渠
佐
川
小
I
Fえ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

t
、

松
長
必
然
靖
之
ぷ
権
の
五
効
性
が
吋
保
さ
れ
る
の
日
会
社
法
一
口
一
条
一
世
に
お
け
る
会
札
の
一
口
百
以
ー
の
株
式
pe
似
p

七
す
る
一
少
数
株

で
は
な
く
、
同
法
。

グぇj

Jベ

山T
L
Kげ
る
九
一
）
百
以
L
L
U
続
き
会
社
の
一
い
持
以
L
し
の
件
式
を
保

44q
ゐ
少
数
称
、
t
と
な
っ

vL｝
J

ま
弓
υ

つ
主
り
、
川
法
〆
」
ニ
ペ
、
一
新
法
は
、
少
数
株
土
に
指
集
請
求
権
を
待
係
一
コ
ノ
る
た
の
の
一
千
没
と
し
て
臼
つ
の
招
集
権
士
↑
コ
九
十
一

に
も
か
か
わ
り
ず
、
三
の

f
没
合
利
市
す
る
た
め
に
、
一
…

l
J
る
r什

7

作
保
右
打
開
店
胡
の
要
件
い
を
消
h

こ
う
い
一
〆
＼
γ
必
要
と
な
る
、

／
｝
い
う
」

C
%と
い
う
厳
し
い
持
味
民
科
の
上
に
、

さ
う
に
九

C
川

人
司
進
退
の
あ
ま
り
主
主
の
な
い
法
改
巨
に
な
っ
て
い
ゐ
口
も
と
も
と

と
い
う
山
行
株
保
訂
脳
同
の
す
y

れ
ん
で
校
日
る
こ
と
に
払
っ
て
、
権
叩
叶
l
E用
J
V
－
防
汁

γ
る
効
U
4
が
ど
れ
ほ
ど
山
上

γ
る
か
が
疑
問
で
あ
h
、

ま
た
、
外
ム
下
校
ム
古
川
刊
誌
川
竹
内
の
活
生
化
と
い
う
改
正
趣
旨
か
ら
い
中
旬
、
仏
ご
も
同
町
四
で
あ
る
c
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四

林
、
平
総
会
の
運
営

中
沼
会
日
引
J
一に

の
市
枇
務
権
限
に
潟
す
る
規
定
刀
注
〈

に
総
会
対
会
、
切
ム
十
M

O

M

－u、
丸
山
一
時
結
県
の
託
表
及
び

会
場
秩
川
市
の
維
持
乙
一
込
山
叶
さ
れ
と
い

旧
法
行
止
条
に

b
い
て
は
、
代
表
取
締
役

が
株
一
総
会
の
議
長
吉
凶
叩
め
、

代
表
取
締
役
か
特
別
な
事
山
に
よ
わ
議
長

一F

主
宰

E

の
職
務
士
！
崎
行
で
き
は
し
い
唱
と
き
は
、

Z
I
－
の
指
呂
わ
γ
）
斗
ノ
一
じ
た
ロ
川
内
支
以
締
役
三
川
町
主
宅
長
）

ま
と
は
そ
の
他
の
取
締
役

へ
荒
事
）
が
仙
川
ム
十
日

の
議
長
を
め
冷
め
る
と

IUめ
ら
れ
て
い
た
い
し
か

1
、
実
際
に
代
表
取
締
役
は
山
い
い
ら
の
佐
川
を
維
持
し
、
総
会
に
お
け
る

ケ

一二宮
守

タ
ー
を
防
ノ
；
J

止
に
、
誌
長
吉
務
め
zよ
い
［
、
代
わ
り
の
設
長
も
指
定
し
な
い
こ
と
が
多
発
し
て
い

林
玉
総
会
C
～
虫
、
い
が
、
代

士
一
取
締
役
が
議
一
百
九
乙
務
め
は
い
こ
と
九
よ
り
広
川
な
い
し
科
仰
に
仲
間
、
り
た
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

新
）
い
は
代
表
取
締
役
り
総
会
議
一
寸
〈

ーピ品川
L
T
K
ナ
ゐ
権
限
己
点
門
｛
む
し
こ
。
即
ち
、
総
会
の
一
誌
長
は
い
w引
と
し
て
代
表
取
締
役
が
こ
れ
ー
ピ
務
め
る
と
定
め
る
方
、
代
友
収
締
役

？
っ
こ
の
刑
判
此
刊
を
版
行
で
き
な
い
は
吻
合
士
た
は
帆
務
u
q

履
行
い
な
し
場
介
は
、
副
代
表
攻
締
役
？
っ
総
会
の
議
一
ヌ
h
d

掛
川
め
る
と
、
二
副
代
表

以
締
役
刑
’
職
務
会
版
行
で
き
伝
い
旧
制
ム
円
ま
た
は
批
判
山
却
を
履
行
、
に
＆
い
場
合
、

9

数
以
！
の
一
試
締
役
の
准
料
、
を
受
け
た
一
々
イ
い
の
以
締
役
が

松
山
討
の
議
長
を
務
め
匂
ノ
」
定
め
た

。
二
条
ぽ
一

ま
三
、
六
円
〆
一
じ
以

l
引
け
仰
さ
会
祉
の

J

朴
氏
心
一
へ
り
%
以
卜
を
保
有
す
る
少
数
株
こ
は
日
ら
の
伯
長

L
2
1株
一
一
弘
前
九
百
に
お
い
て
は
議
長

z
V
｝
務
釣
る
こ
エ
か
で
き
る
し
古
し
、
け
山
田
す
べ
き
は
、
こ
の
阿
川
台

ω招
集
士
一
七
っ
た
少
川
以
外
が
吋
然
に
ヤ
誠
一
一
長
を
蹄
必
る
こ
こ
が
で

さ
ず
、
①
代
去
山
県
料
役
↓
一
な
副
代
表
取
締
役

j
w
半
数
以

t
U取
約
役
の
相
υ誌
を
受
け
わ
J

取
い
的
役
↓
ぽ
招
焼
を
行

J

三
少
数
株
ム
丁

と
工
つ
恢
番
待
lvつ
で
、
よ
い

u
一
一
者
が
す
ヘ
ザ
」
議
長
寸
乞
弱
め
た
い
場
台
ま
に
は
弱
め
ら
れ
な
い
、
川
崎
介
に
阪
、

J

て
は
じ
吟
て
議
長
と
芯
る
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」
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る

の
一
二
条
二
一
引
っ

つ
ま
h

P
4札
口
当
J
t

ー
：
コ
4

；

の
議
長
制
度
は
状
、
：
が
原
則
と
し
て
夜
長
に
な
る
こ
こ
が
て
き
な
い

こ
れ
は
芯
J

く
、
議
長
は
株
土
統
合
の
日
出
な
迩
骨
を
昨
市
町
出
ず
る
た
め
の
め
助
機
関
、
一
し
て
原
則
こ
し
て
総
会
白
骨
う
こ
れ
を
濯
一
任
す
J

る
と
J

う
ハ
ド
垣
本
的
な
発
犯
が
仕
ノ
＼
議
長
の
山
川
務
や
取
締
役
の
会
牡
河
北
業
務
秋
行
の
一
環
と
し
て
川
耐
え
ら
れ
て
い
る
と
弘
わ
れ
る

U

つ

妹
提
案
権

ハノ（ゾ
I
U

年
今
一
祉
法
は
抹
半
従
来
掛
川
仁
成
ず
る
規
定
古
新
設
し
た
c

却
弘
、

半
独
ま
r

～
は
合
一
乙
ー
よ
れ
川
刊
の

九
以
7

一
一
心
抹
よ
守
山
片
右

甲 1~i:：こおける松十総会にじjす；；，制度心脅さ｛有と 1µ1 寸，＼Lc'i,

ず
る
林
は
、
利
主
総
会
開
催
の
一
ひ
い
F
Mま
で
に
訴
時
の
提
案
主
吉
ぃ
一
に
よ
竹
取
締
役
公
に
提
出
「
る
こ
と
が
で
き
る
取
締
役
会

は
、
こ
C
提
案
古
受
け
取
っ
て
か
ら

－

3
可
｝
？
と
肉
、
；
J
チ
ド
こ
」

E
日
J

、

l
i－
－

u
J
L
1
c
A
i
二
！
J
f
j
l

か
つ
株
玉
総
会
C
審
議
に
か
け
な
け
れ
は
ほ
ら
な
い
c

協
時
提
案
の
内
討
は
、
株
主
総
会
心
格
政
範
闘
に
該
当
し
、
か
っ
切
持
た
議
題
及
び
具
体
的
な
議
7
h
j
m
r
h
b

り
れ
ば
な
ら
ん
仇
い

ム
六
日
在
同

一（
U
一
ゲ
帝

店ハ）〈」日」（
U

足
ζ
J
V℃
訓
設
し
た
日
ム
ル
げ
に
つ
い
て
、
よ
笠

関
係
苦
だ
か
っ
、
株
1
k
d
総
会
い
提
案
す
る
い
と
は
む
、

γつ
当
扶
な
こ
p

で
あ
り
、
ま
た
、
除
、
提
案
棒
ヨ
一
認
め
る
こ
と
は
以
締
役
会

に一
o
，h
w
w
笠
山
総
会
心
一
：
排
出
守
拾
の
以
1

t
い
う
状
に
な
打
開
す
一
る
ア
段
と
も
な
る
、

に
寸
前
刷
、
〕
て
い

法
家
川
政
苛
十
の
段
階
で
中
田
商
法
子
会
は
行
使
裟
件
乙
し
て
、

提
案
析
ョ
が
川
カ
月
引
続
き
ム
ム
任
の
%
以
ー
の
株
式
ま
た
は
万
株

以
ト
の
い
式
を
保
有
す
ノ
る
ャ
一
と
J
V
一
提
案

円
以
終
的
に
は
、
校
事
校
宇
〆
」
［
杭
ニ
山
総
会
と
の
ム
円
述
的
利
害
関
係
を
確
保
す
る
必
事
が

こ
こ
に
な
っ
一
～
。
但
し

の
活
性
化
と
い
う
改
止
政
旨
に
山
一
ノ
し

占める
ζ

い
う
珂
向
で
一
ぉ
1
1

一ト

五
に
よ
る
提
案
権
の
行
使
J

ピ
促
進
す
る
丈
め
に
持
株
品
心
則
的
の
波
件
を
採
用
し
な
刀
3

中
出
会
μ
引
泣
は
け
本
九
五
社
法
一
一
戸
ノ
珂
条
で
ハ
以
仏
り
ら
れ
て
い
る
」
う
な
抹
干
の
一
読
茶
店
一
出
権
主
訟
恥
ノ
ど
い
な
い

ヘ
同
法
ム
ハ
ノ
一
一
丸
木

1買、
rr＂＇人民半、日： （3モ3'0、!ii口、2'.JJLJ



Jl'i 

一一回目、
J
之
JtJノ
出
て

3 

の
質
問
権

:El 
i±二

。
条
に
お
、
ず
は
、
刊
は
ん
山
む
の
経
宵
に
つ
い
て
質
問
「
る
権
利
パ
を
有
す
る
と
定
め
ら
れ
ご
い
に
が
、

L
か
L

（
質
問
捕
を
行
使
「
る
場
一
色
で
誇
（
説
明
茶
務
宥

J

P

｝
和
町
一

；
1
 －
、
質
問
権
ま
止
は
～
品
川
川
義
務
の
範
川
内
i

）
を
質
問
で
き
る
か
一
の
ぷ
！
円
三
崎

し
て
は
ス
体
的
な
定
め
が
立
か
っ
た
c

ぶ
法
し
は
刑
法
む
こ
の
山
既
定
吉
九
「
L

の
ま
ま
uwh
留
し
た
戸
A

で

｛
主
社
法
九
一
八
条
）
、
さ
ら
に

2ι

条
ム
墳
の
閣
」
f
t
宇
品
設
し
て
ム
山
川
引
没
門
円
ハ
の
株
主
総
会
に
お
日
る
説
明
義
務
を
山
市
慌
に

L
r
～c
川
、
旬
、
川
何
千
九
訂
ま
に
ぽ
抹

L山
村
会
が
取
締

号
、
栄
作
役
、
給
料
用
v
t
j
に
対
し
て
総
会
へ
の

J

出
山
乞
ふ
め
た
ルJ

台
、
取
締
役
、
山
本
市
vh旬
、
総
経
理
等
は
総
会
に
山
席
L
、
か
つ
株
ム
下

の
質
問
を
交
け
な
け
れ
ば
宇
b
は
い

v

十
九
条
項
と
ん
八
条
り
悶
係
に
つ
い
て
、
引
ι
れ
は
後
哀
を
共
体
化
し
た
も
の

九
八
九
れ
で
規
定
す
る
株
王
宮
一
円
問
権
を
行
使
す
る
場
所
と
対
象
が
明
確
に
な
っ
た
と
説
別
寸
る
学
者
が
い
る

L

一、のけ
L

鳴
か
ら

一
現
に
お
け
る
株
工
質
問
権
の
け
民
は
、
株
＋
の
情
料
開
一
小
訂
求
徒
で
あ
る

r
解
さ
れ
る
じ
し
か
九

り
条
尽
を
一
利
叫
一
貼
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、条

Ji 

条
ふ
山
明
は
じ
パ
八
条
主
円
ハ

トトヒ、
f
イ

間
帯
化
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
ろ
な
っ
ば
、

具
外
的
、

し
ゃ
っ
問
飛
で
は
な
い
九
八
条
の
反
え
が
必
長
ぜ
あ
る
巴
山
が
伝
く
ま
る
｝

J

、

ま
た
、
件
、
一
h

質
問
揺
が
有
幼
か
つ
合
在
的
に
運
用
さ
れ
る
ぺ
さ
乙
の
絞
守
山
か
ワ
も
、
ご
の
椛
利
を
快
音
の
総
会
さ
り
池
山
こ
迷
併
す
る
必

件
支
が
あ
る

の
ん
町
議
μ
仲
町
一
本
質
か

J
J

は宇々
もし

現
在
と
は

iL 

骨f
P!c ~ミ
マコ ー」

あ］主

こ l十
の る
よ析え

な賞
古問
場権
主i イ〉

( '-
考
；~ 

る
と

れ
に
ν」
吠
ー
の
持
初
で
あ
る
乙
考
え
る
の
が

1工

全
請
の
バ
ル
』
パ
め
？
ん
が
向

組
で
為
る
こ
寸
わ
さ
る
を
制
作
白
い
。

且
一
八
体
前
に
い
え
ば
、
王
子
ヘ
こ
ん
ら
株
ム
下

に
一
仰
げ
る
質
問
権
に
庁
い
す
る
一
f
L

条
の
山
胤
｛
以
は
、
会
社
法
の
株
主
夫
ま
た
は
株
ム
下

ど
」

日ぇ人法学j 行1;3 4 "'.)()) キ；（））2[2川



松
長
に
関
す
る
お
ふ
長
崎

節
泣
か
ぬ
川
市
第
一
泊
に
で
は
な
く
、
会
社
役
目
の
資
格
と
字
以
四
九
悶
「
る
は
措
ハ
出
に
い
足
す
る

り
、
条
丈
ー
の
位
指
関
係
に
お
い
こ
は

止
条
ハ
ノ
の
町
一
質
問
権
と
松
ョ
一
総
会
C
即
応
一
が
明
暗
と
は
な
い
。
次
に

一
五
年
、
は

一
羽
三
件
、
一
し
の

肢
と
円
以
約
役
、

J

心
叱
怪
均
等
は
取
人
同
役
会
ま
f
は
ロ
川
査
役
会
中
、
設
け
な
い
干

お
け
る
質
問
寸
ー
を
ど
め
る
方
、

限
会
祉
の
監
査
役
立
ね
務
J

ピ
妨
小
析
し
て
は
へ
は
ら

F
、
駐
在
役
会
ま
た
は
慌
査
役
に
豆
一
↓
へ
の
悩
ほ
2
資
料
会
人
～
供
L
な
日
、
れ
ば
な
ら
な
い

／
）
｛
止
氏
一
く
い
る
u

、
一
の
涯
は
問
、
コ
か
げ
い
株
主
総
会
を

F

閉
廷
と
し
た
規
ρ
止
で
は
な
く
、
除
去
役
三
百
一

の
対
抗
履
行
を
確
保
一
q
’
る
た
め
一

日一粁
F

何
者
に
対
ず
る
市
部
川
一
小
、
市
求
住
吉
ど
め
た
も
の

一
h
一
条
一
政
と
項
の
し
っ
写
ケ
↓
合
わ
せ
て
見
れ
ば
、
株

つ
ま
り

主
総
r
去
を
前
誌
と
し
た
も
の
で
は
は
く
、
む
し
ろ
株
、
五
、

i

臨
ん
凶
没
（
ム
訂
）

心
経
常
v刊
に
対
す
る
情
報
慌
不
治
ぷ
濯
の
よ
う
に
丸
え
る
し

甲 1~i:：こおける松十総会にじjす；；，制度心脅さ｛有と 1µ1 寸，＼Lc'i,

こ
の
よ
う
な
ど
め
々
に
よ
勺
一
こ
妹
、
土
笠
間
格
と
株
十
f

総
公
の
関
係
が
明
怖
に
な
る
ど
ご
ろ
か
、
む
し
ろ
稀
沢
き
向
て
し
ま
い
、

刈
－
ー
的
決
営
及
び
総
会
に
お
一
γ
る
株
～
l
質
問
権
心
人
μ
川
内
的
叩
旭
川
市
の
い
ず
れ
の

Frに
お
い
て
も
問
題
に
な

η
か
ね
な
ぜ

4 

議
決
権
土
決
誌
の
粍
煩

出
席
、
ど
ん
株
、
了
は
そ
の
保
右
す
る

－
っ
き
一
例
の
議
決
権
町
有
す
る

（
会
祉
法
一
心
同
条
山
卒
文
）

普
通
決

出
席
v

た
除
、
こ
の
有
ず
る
議
決
権
の
過
な
数
の
貨
ぷ
を
も

J

て
ほ
択
さ
れ
る

、
同
法
心
川
h
h
字、
J
明、花
T

人
）
｛
位
、
三
一
心

款
変
更
、
資
本
金
の
同
一
減
、

υルベ
v

合
作
の
ム
τ併、
F

刀立、

新
織
変
更
に
悶
ず

J

る
事
取
は
特
別
4
円
高
が
要
ぶ
さ
れ
、

の
右

γ
る
議
決
件
祉
の
一
分
の
二
以
！
の
多
数
え
一
生
っ
て
採
以
L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
司
法
ハ
ソ
一
凶
条
一
段
ト

L示
。

一
一
会
民
一
訴
に
持
し
て
山
足
数
台
要
求
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
出
来
材
、
の
会
利
支
配

に
積
雪
を
提
供
す
る
ア
め
で
為
る
」
説
明
さ
れ
て
い
る
ハ

中
区
公
判
法
は
一

ιー
ャ
一
庁
V
決
し
て
以
来
、

') 

ま
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c 、

円
台
稔
投
票
制
皮

旧
法
に
お
い
て
は
累
計
恨
校
出
制
士
ん
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
υ

。八
u
l年
の
会
社
去
改
正
に
お
い
て
、
小
株
ニ
一
の
信
和
す
る
者
を
取

締
役
、
敗
査
役
に
辺
自
ず
る
迄
古
川
桂
川
二

i
Q、
一
こ
を
し
泊
じ
て
犬
小
川
析
ョ
の
刊
誌
一
誠
吠
一
を
凶
ろ
う
こ
い
う
飢
司
か
ら
、
累
積
投
山
ぺ
一
「
に
同

ず
る
川
忠
之
が
新
丈
に
設
日

そ
れ
に
チ
れ
ば
、
は
総
会
が
取
約
川
い
ま
た
は
駅
伝
役
J
Z
W
明
一
任
す
る
子
ぎ
に
、
会
判
定
派
心
規
’
u

ま
た
は
味
、
総
会
の
泌
誌
に
某
き

川
町
市
議
凡
況
川
バ
セ
ぷ
用
「
る
い
」
と
が
て
き
る

（
ム
ム
社
法

。
ー
ハ
ネ
仇
羽
）
u

ζ

こ
り
つ
引
、
そ
れ
に
先

υ

ち

へi

」ペい

If 

場
会
社
む

条
に
お
い
と
L

一
場
会
村

ー
！
日
レ
ー
ト
・
汀
パ
サ
ン
ス
ボ
ー
引
は
す
で
に
そ
の

の
取
締
役
乞
選
作
「
る
際
に
累
積
投
票
制
度
ん
と
私
源
的
に
採
用
「
る
よ
h

つ
に
促
し

｛
同
粂

、
単
独
で
会
社
の
一
口
元
以
ー
の
株

を
ね
山
有
す
る
支
記
株
十
f
U
U
M
存
F

に
す
る
場
ん
は
取
締
役

が
必
ず
累
積
投
票
に
よ
ら
と
け
れ
ば
な
ら
白
い
と
乏
め
ん
J

一
一
、
同
条
二
丈
～

こ
の
制
戊
が
取
紛
糾
人
吉
法
ド
い
い
す
る
方
法
と
し
て
、
一
ん
t
f巾
国
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
ム
社
会
社
に
お
い
て
持
川
市
さ
れ
て
い

｛日
し

の
ほ
と
ん
ど
の
仁
場
会
社
は
凹
右
主
誌
の
ュ
f
会
社
で
お
り
、
準
出
株
十
丁
（
凶
家
株
主
と
そ
の
他
心
株
ム
丁
の
持
株
比
f

予
の
完
が
過
大
で

ち

あ
る
と
一
り
同
比
か
り
、
実
効
性
い
わ
’
な
い
制
度
て
あ
る
と
の
認
怖
が
多
い
勺

五

K川
h
J
υ
h
h
rノ
プ

、

；
；
く

l
t

本
一
恰
て
は

円
。
ー
日
〈
け
は
正
後
に
お
け
る
中
出
株
土
総
会
的
反
の
諸
I
J
b
v
L幻
り
上
げ
て
険
引
出
し
て
台
行
が
、
少
数
林
、
い

の
提
案
徒
、

の
質
問
稚
な
y
が
新
設
さ
れ
、

総
会
に
お
け
る
い
帆
＋
？
の
桧
利
・
利
片
山
を
保
障
ず
る
諸
制
交
が
改
正
、
山
v
r
げ一

ベ
、
形
へ
的
に
は
佐
川
J

に
先
実
さ
れ
た
U
L
h
J
7

、
E
ハ
体
的
な
内
容
を
｝
る
と
、
改
H
抱
己
目

C
4さ
れ
ト
杭
伎
の
絞
密
化
ま
で
主
だ
月
以

J

こ
こ
が
分
か
る
n

ま
三
、
新
日
い
は
株
主
総
会
運
品
守
い
け
活
性
化
と
い
う
ス
口
ガ
シ

校
株
主
に
よ
る
権
利
濫

川
刷
士
強
く

4

思
議
し
た
結
果
、
弘
、
ん
ら
犯
集
権
、

日
杭
し
い
行
士
見
件
を
成
し

一
般
件
、
心
乳
洞
下
ぎ
な
レ
制
度
に
な
〆

L
い lrl 

（以人法学j 行1:J 4 "'.12） キ：Oi4[2υ1 '. ; 1、



ザ

d’D 
' し

か

L
、
以
ー
の
問
遣
は
い
い
は
帆
的
な
も
の
に
」

1

J

さ
ず
、
よ
れ
本
質
的
な
問
r
叫
が
有
花
ヲ
る

J

H
M門
会
什
訟
の
特
徴
の
コ
は
、
所
む

の
川
町
、
叫
に
対
ず
る
支
配
を
泌
を
い
九
千
重
視
す
る
弓
に
あ
る
。

一
九
九
一
年
会
什
法
zv
以
以
来
の
妹
、
品
川
会
ー
一
l

心
宇
茂
川
y
b
f
刊
の
改
正
に

h

c
f
h〕
T
L
ろ
強
化
さ
、
札
、
株
仁
工
総
会
に
絶
7

人
な
権
限
が
斗

d

え
ム
れ
と
い
る
こ

勺
て
い
る
。
中
出
の
三
判
件
一
を
君
、
え
る

／
）
さ
に
一
伴
家
株
主

ζ

い
う
支
配
株
主
の
行
在
！
な
常
に
意
識
す
る
記
泌
が
あ
る
。
政
府
の
下
手
竺
同
で
会
引
法
川
弘
法
及
び
平
一
心

J£
ヘJ

主
HI
－－
J
1
h
九

j

i

－

－

－

〉

T
J
u
d

ま
た
支
配
株
主
と

L
て
会
社
に

45品
「
る
（
こ
れ
を
見
ξ
と
、
会
社
法
は
株
主
総
会
中
心
、
義
ま
に

は
よ
記
外
ム
下

に
な
っ

L
も
不
忍
設
で
は
な
い
）
ー
か
し
、
町
出
恥
訟
は
、
こ
の
よ
う
な
支
配
株
主

心
中
」
回
心
長
大

甲 1~i:：こおける松十総会にじjす；；，制度心脅さ｛有と 1µ1 寸，＼Lc'i,

関
心
事
は
林
、
と

L
て
の
引
産
的
利
川
よ
り
、
会
社
に
4Rす
る
コ
ン
入
門
一

1
ル
ぞ
心
も
の
で
あ
る
わ
そ
心
た
め
、
九
百
世
氏
に
お
い
て
は

刈
－
ー
性
C
視
ト
け
が
示
し
く
欠
落
L
て
い
る
υ
日

L
V
二
人
よ
旬
、

ド
一
汚
な
会
任
経
戸
川
ザ
ド
存
さ
れ
、

般
株
干
の
財
断
的
利
誌
を
古
す
る

と
に
す
ぷ
り
か
ね
な
い
c

制
段
、
り
J

岡
常
化
、

株
主
土
松
公
（
り
活
科
化
2
い
う
の
は
あ
く
ま
で
う
弘
子
段
で
あ
る
〈
ニ
（
り
f

十
段
の
p

川
け
に
は
的
が
林
玉
（
U

則
定
的
権

利
・
利
衿
の
保
陪
の
は
FJ
で
あ
る
－
し
か
し
、
じ
ー
の
よ
っ
な
主
官
的
な
問
恐
が
解
仇
さ
れ
ん
d

い
か
ぜ
句
、
、
の
戸
ト
的
が
リ
也
成
で
き
な

い
C

J

た
が
っ
て
、
手
段
乞
云
々
す
る
よ
り
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